 (
　　年　　　月　　　　日
) (
別記第
2
6号様式(第
18
条関係
)
 
 
) (
様
) (
美唄市長
) (
【世帯総所得】
) (
収
入
階
層
あ
な
た
の
　　
年
度
の
家
賃
の
額
円
※
傾
斜
家
賃
適
用
に
よ
る
減
免
後
の
家
賃
月～
月
円
月～
月
円
)
 (
4　　　告知事項
（1）
「収入超過者」
 
とは、
 
公営住宅に入居して3年を経過し、
 
認定収入が158,000円を超えている方です。
（2）
あなたの収入が基準を超えていることから、
 
公営住宅法第28条の規定により、市営住宅を明渡すよう努めなけれ
ばなりません。
（3）
この収入の認定又は家賃の額の決定に意見がある時は、認定日から30日以内に
       
にご連絡願います。
（4）
失職、退職、
同居親族の異動等により収入や控除
する
額に変動があったときは、年度の途中からでも家賃
の
減額
をすることが
できることがありますので、
 
すみやかに届出してください。
) (
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特
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老
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特
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合　　　計
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範
囲
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収
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1
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5
1
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0
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,
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2
1
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4
,
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0
1
円
～
1
2
3
,
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0
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6
1
8
6
,
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0
1
円
～
2
1
4
,
00
0
円
3
1
2
3
,
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0
1
円
～
1
3
9
,
00
0
円
7
2
1
4
,
00
1
円
～
25
9
,
00
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4
1
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9
,
0
0
1
円
～
1
5
8
,
0
0
0
円
8
2
5
9
,
0
0
1
円
～
) (
（　　　　　　　　　　
円
 - 
(
) (
円）
）
÷12=　　　　　　　　　
　　　　　　　
円
円
) (
【特別控除】　　　　　　
　　　
　　【認定収入月額】
) (
円
×
　　
 
人+
) (
【扶養控除】
)　 (
市営住宅収入超過者認定通知
) (
先にあなたから申告がありました世帯の収入及び世帯の構成から、
 
あなたの収入を次のとおり認定するとともに、
 
収入が公営住宅法施行
令(昭和26年政令第240号)第
6
条
の基準を超えていますので、
 
あなたを収入超過者と認定します。
また、認定した収入から、　　　年度のあなたの毎月の家賃を決定しましたので、併せてお知らせします
。
1　収入認定結果
) (
3　収入階層
) (
2　
　　
　　年度(　
　　
年
4
月～)の家賃の額
)
